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決議案 Ⅲ.  その他の国際産業別組織（GUF）との協力に関して 
 

1- ITUC結成大会の枠内で、労働組合運動のさまざまな世界的主体が緊密に協力する場を創出する

目的で、ITUC、すべての GUFおよび TUACをまとめるグローバルな労働組合の協議会が設置され

た。 

2- インダストリオール・グローバルユニオンは、世界経済において労働者が直面している主要な課題をめぐ

り、各 GUFの共同行動が必要であることを理解しているので、CGU創設以来、積極的に参加してい

る。 

3- 製造業とサプライチェーンの回復・改革は、組合員数と組合の力の増強、国際規制の改革、産業とサ

プライチェーン全体にまたがる新しい持続可能な基準の確立の機会を与える。グローバル・ユニオンと加

盟組織とのサプライチェーン協力に関する政治連携は、非常に重要である。 

4- 特に、産業の運営形態が迅速かつ抜本的に変化した結果、ますます生産チェーンが複雑になり、それ

らのグローバル・サプライチェーンのさまざまな部分が、さまざまな GUFによって組織化・代表されている。 

5- 私たちの強みを活かして、これらのグローバル・サプライチェーンの各レベルで労働者の権利を求めて闘う

必要があり、これは GUF間の共同作業によってのみ実行できる。 

6- そこで、第 3回インダストリオール・グローバル・ユニオン世界大会は、以下のとおり決議する。 

a- インダストリオールは CGUを通して、主要多国籍企業のバリューチェーンに関するアクション・プログラ

ムを策定するために、他の GUFとの討議を確立すべきである。 

b- 調整委員会を設置し、プロジェクトに加わっている GUFを関与させ、アクション・プランを計画・実

施すべきである。 

c- アクション・プランには、バリューチェーンにおける組合権侵害との闘いと「組織化キャンペーン」を盛り

込むべきである。 

d- IGUに各部門の担当部長から成るチームを設置し、書記次長が調整すべきである。 

e- IGUの代表は、執行委員会でアクション・プランの進捗状況を定期的に報告すべきである。 

 

 

 

 


